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本手引に記載の法令等名は、次のとおり省略しています。 

 

  法、盛土規制法 ・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法 

  政令 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 

  省令 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 

  条例 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 

  細則 ・・・・・・・・ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この手引は、埼玉県において許可申請等に関する取扱いを示したものです。 

なお、さいたま市、川越市、川口市、越谷市（指定都市、中核市）における申請

手続は、各市にお問合せください。 
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１ 盛土規制法の規制の概要 

１－１ 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定状況 

  埼玉県内における宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定状況は、以下のと

おりです。 

 
 

 

 

 

１－２ 許可対象となる盛土等の規模 

（１）宅地造成又は特定盛土等（土地の形質の変更）  

   例 宅地の造成や太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等 

 

 

 

 

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除

く）以外のものをいいます。 

※ 図⑤の面積には、高さ2m以下で、盛土又は切土を行う前後の地盤面の標高の差が30cmを超えない部分の面積は

含みません。 

（２）土石の堆積  

   例 土石のストックヤードにおける仮置き 等  

 

 

 

 

※ 図⑦の面積には、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30cmを超えない

部分の面積は含みません。 

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の許可対象規模は同じです。 

埼玉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例を制定し、特定盛土等規制区域の許可 

対象規模を強化しています。 

①盛土で高さが
1ｍ超の崖を
生ずるもの

②切土で高さが
2ｍ超の崖を
生ずるもの

③盛土と切土を同時に行い、
高さが2ｍ超の崖

を生ずるもの（①②を除く）

④盛土で高さが
2ｍ超となる

もの（①③を除く）

⑤盛土又は切土をする土地の
面積が500㎡超となる
もの（①～④を除く）

⑥最大時に堆積する高さが2ｍ超
かつ面積が300㎡超となるもの

⑦最大時に堆積する面積が
500㎡超となるもの（⑥を除く）

指定都市・中核市 
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２ 許可申請手続きの要否 

２－１「宅地造成又は特定盛土等（土地の形質の変更）に関する工事」の手続きの判定フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｔ  

はい 

許可不要 

はい 

 

いいえ 

 

【確認３】政令・省令で定める許可不要工事に該当するか 
※「災害の発生のおそれがないと認められる工事」は盛土規制法の許可又は届出は不要です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第４章第２節を参照してください。 

該当する 

 

*1 都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。 

*2 盛土規制法に規定する標識に、開発許可において掲示すべき項目を追記する等、省令第８７条に示す標識の様式及び記載事項が網羅されていれば、

別々の標識とせず、一体となった標識として掲示することは差し支えありません。 

*3 特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいいます。 

確認日：令和  年  月  日  確認者： 

いいえ 

【確認２】土地の形質変更に該当しない行為か 
※ 土地の形質変更に該当しない行為は、盛土規制法の規制対象外です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第２章第２節を参照してください。 

 

 

【確認４】工事は、以下の➊～➎に該当するか 

〈土地の形質変更（盛土・切土）〉 

□ ➊ 盛土で高さが１ｍ超の崖を生じる（    ｍ） 

□ ➋ 切土で高さが２ｍ超の崖を生じる（    ｍ） 

□ ➌ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生じる（➊、➋を除く）（   ｍ） 

□ ➍ 盛土で高さが２ｍ超となる（➊、➌を除く）（         ｍ） 

□ ➎ 盛土又は切土する前後の地盤面の標高の差が３０ｃｍを超える部分の面積の合計が 

500㎡超に該当する（➊～➍を除く）     （          ㎡） 

盛土規制法の許可が必要 
⇒Ｐ８事前相談書を作成しＰ９各環境管理事務所に相談を行ってください。 

都市計画法の開発許可 
→盛土規制法みなし許可 *1 

該当する 

 

はい 

 

盛土規制法の完了検査（工事完了後４日以内に申請） 都市計画法の完了検査 

盛土規制法の中間検査 

宅地造成又は特定盛土等（土地の形質変更）に関する工事の手続き判定フロー 

いいえ 該当しない 

いいえ 

都市計画法の開発許可を必要とする行為か 

（都市計画法第29条第1項又は第2項） 

【確認１】公共施設用地内で行う行為か 
※ 公共施設用地内で行う行為は、盛土規制法の規制対象外です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第２章第１節を参照してください。 

 

 

 

いいえ 

工事の内容に特定工程 *3を含むか 

はい 

 

盛土規制法の定期報告（3か月毎） 

更に、以下の①～⑤に該当するか 

〈土地の形質変更（盛土・切土）〉 

□ ① 盛土で高さが２ｍ超の崖を生じる （    ｍ） 

□ ② 切土で高さが５ｍ超の崖を生じる （    ｍ） 

□ ③ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ超の崖を生じる（①、②を除く）（    ｍ） 

□ ④ 盛土で高さが５ｍ超となる（①、③を除く）   （       ｍ） 

□ ⑤ 盛土又は切土する前後の地盤面の標高の差が３０ｃｍを超える部分の面積の合計が 

3,000㎡超に該当する（①～④を除く）    （       ㎡） 

はい 

 

はい 

 

いいえ 

いいえ 

該当しない 

 

該当する 

 

標識の掲出 *2 

 

 

標識の掲出・工事着手届 
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確認３へ 

（P4） 

いいえ 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説（以下「解説」という。）」第１編

第２章第１節を参照してください。 

詳細は解説第１編第２章第２節を参照してください。 
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いいえ 

該当 

する 

P８事前相談を行ってください 

災害の発生のおそれがないと政令で定められている工事は、許可不要です。 

詳細は解説第１編第４章第２節を参照してください。 
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２－２ 「土石の堆積に関する工事」の手続きの判定フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石の堆積に関する工事の手続き判定フロー 

いいえ 

【確認２】土石の堆積に該当しない行為か 
※ 土石の堆積に該当しない行為は、盛土規制法の規制対象外です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第２章第３節を参照してください。 

【確認１】公共施設用地内で行う行為か 
※ 公共施設用地内で行う行為は、盛土規制法の規制対象外です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第２章第１節を参照してください。 

 

はい 

 

該当する 

該当する 

 

【確認３】政令・省令で定める許可不要工事に該当するか 
※「災害の発生のおそれがないと認められる工事」は盛土規制法の許可又は届出は不要です。 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」第１編第４章第２節を参照してください。 
 

 

 

許可不要 

確認日：令和  年  月  日  確認者： 

【確認４】工事は、以下の❻又は➐に該当するか 

〈土石の堆積〉 

□ ❻ 最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が300㎡超となる   （   ｍ,   ㎡） 

□ ➐ 土石の堆積を行う土地の面積500㎡超に該当（地盤面の標高と堆積した土石の表面の 

標高との差が30㎝を超える部分の面積の合計で算出）（❻を除く）（       ㎡） 

許可が必要 

⇒P8事前相談書を作成しP9各環境管理事務所に相談を行ってください。 

除却の確認（除却完了後４日以内に申請） 

更に、以下の⑥又は⑦に該当するか 

〈土石の堆積〉 

□ ⑥ 最大時に堆積する高さが５ｍ超かつ面積が1,500㎡超となる（    ｍ,    ㎡） 

□ ⑦ 土石の堆積を行う土地の面積3,000㎡超に該当（地盤面の標高と堆積した土石の表面の 

標高との差が30㎝を超える部分の面積の合計で算出）（⑥を除く）（        ㎡） 

定期報告（3か月毎） 

はい 

 

はい 

 

いいえ 

いいえ 

該当しない 

該当しない 

標識の掲出・工事着手届 

 



6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
確認４へ 

（P7） 

いいえ 

いいえ 

詳細は解説第１編第２章第１節を参照してください。 

詳細は解説第１編第２章第３節を参照してください。 

災害の発生のおそれがないと政令で定められている工事は、許可不要です。 

詳細は解説第１編第４章第２節を参照してください。 
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該当 

する 

P８事前相談を行ってください 
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２－３ 事前相談書 

許可申請が必要な工事については、許可申請前にＰ９の申請窓口で事前相談を行ってく

ださい。事前相談書は以下のとおりです。 

 

  

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に係る事前相談書 
＊記入できる部分を記入してください 

＊位置図及び土地の平面図並びに相談内容のわかる図面等を添付してください 

    相談日：    年  月  日 

受付：   環境管理事務所  担当            

相 談 者 

住所： 

氏名（会社名）： 

連絡先（電話、メール）： 

工 事 主 
住所： 

氏名： 

相 談 地 

所在地： 

土地の面積：      ㎡ 

土地利用状況：（現況）          （計画） 

工事 

の 

概要 

形

質

の

変

更 

目

的 

□建築物（住宅） □建築物（工業・事業系） □太陽光発電施設 □駐車場 

□資材等置き場 □農地 □農業用施設 □その他（            ） 

規

模 

盛土の高さ：     ｍ 

崖：有・無   崖の高さ（     ｍ） 

切土の高さ：    ｍ 

崖：有・無   崖の高さ（     ｍ） 

盛土又は切土を行う土地の面積：       ㎡ 土量        ㎥ 

土

石

の

堆

積 

目

的 

□ストックヤード □製品が土石に該当する工場 □工事に付随する土石の堆積  

□その他（              ） 

規

模 

最大堆積高さ：             ｍ 

土石の堆積を行う土地の面積：      ㎡ 土量        ㎥ 

工事着手予定年月日：   年  月  日 工事完了予定年月日：  年  月  日 

規制区域 □宅地造成等工事規制区域  □特定盛土等規制区域 

関係法令 
□農地法  □森林法  □都市計画法 

□その他（                   ） 

相談内容 

（できるだけ具

体的に記入して

ください） 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                                                                                 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                   

添付図書 

□位置図 □土地利用計画図（配置図）□公図の写し □登記簿謄本 

□造成計画平面図・断面図 □求積図 □現況写真 □建築平面図・立面図 

□その他  （                         ） 
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事前相談では、事前相談書と下記に示す規模要件が確認できる図面、現地の状況が分か

る写真を御準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜規模要件確認のための図面作成イメ―ジ＞ 



10 

 

２－４ 盛土規制法に係る許可申請等の窓口 
  

 

管轄市町村 窓口 連絡先 

鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・ 

北本市・伊奈町 

中央環境管理 

事務所 

さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 

048-822-5199 

所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・

志木市・和光市・新座市・富士見市・ 

日高市・ふじみ野市・三芳町 

西部環境管理 

事務所 

川越市新宿町 1-17-17 

ウェスタ川越公共施設棟 4 階 

049-244-1250 

東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・川島町・ 

吉見町・滑川町・嵐山町・小川町・越生町・

毛呂山町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村 

東松山環境管理 

事務所 

東松山市六軒町 5-1 

0493-23-4050 

秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 
秩父環境管理 

事務所 

秩父市東町 29-20 

0494-23-1511 

熊谷市・深谷市・本庄市・美里町・上里町・

神川町・寄居町 

北部環境管理 

事務所 

熊谷市末広 3-9-1 

048-523-2800 

草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町 
越谷環境管理 

事務所 

越谷市越ヶ谷 4-2-82 

048-966-2311 

行田市・加須市・春日部市・羽生市・ 

久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・

杉戸町 

東部環境管理 

事務所 

杉戸町清地 5-4-10 

0480-34-4011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定都市・中核市 

令和８年４月１日現在 
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３ 宅地造成又は特定盛土等 

（土地の形質の変更） 

に関する工事
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３－１ 宅地造成又は特定盛土等（土地の形質の変更）に関する工事の手続きの流れ 

 

 

 

 

  

「宅地造成及び特定盛土等に基づく 

許可申請等の解説（令和8年4月版）」 

の以下の章を参照 
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３－２ 許可申請書の記入例 

宅地造成又は特定盛土（土地の形質の変更）等に関する工事の許可申請書の記入例は以下の

とおりです。 
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３－３ 許可申請書に添付が必要な図書 

宅地造成又は特定盛土等（土地の形質の変更）に関する工事の許可申請書に添付が必要な図

書は以下のとおりです。 
綴

じ

順 

 根拠規定 内容 備考 

◎必須 

○該当 

あれば 

１ 

許可申請書 

 
省令第7条第1項 

省令第63条第1項 
□ 許可申請書 様式第2 ◎ 

2 

土地付近状況写真 

 
省令第7条第1項第6号 

省令第63条第1項第1号 

□ 盛土又は切土をしようとする土地及びその付

近の状況を明らかにする写真 

□ 写真の撮影方向を示した平面図 

※写真は土地の状況が分

かるよう複数の角度から

撮影。境界の状況も撮影 

◎ 

3 

土地所有者等の権利を有する者全ての同意を得たことを証する書類 

 

省令第7条第1項第10号 

省令第63条第1項第1号 

細則第2条第6号、第7

号 

□ 当該工事に係る土地の公図の写し 

□ 当該工事に係る土地の登記事項証明書 

□ 土地所有者等の同意を得たことを証する書類 

・同意書その他の土地所有者等の同意を得た

ことがわかる書類（同意証明書） 

・同意者の住民票の写し（個人番号の記載さ

れていないもの）、運転免許証の写し等の

氏名及び住所を証する書類 

・なお、同意者が法人の場合は、法人の登記

事項証明書及び代表者の住民票の写し等 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

同意証明書（参考様式

1） 

※法人番号提供書（参考

様式5）を提出する場合

は法人の登記事項証明書

の提出を省略可 

※解説P59～P61 
◎ 

4 

周辺住民への周知を行ったことを証する書類 

 
省令第7条第1項第11号 

省令第63条第1項第1号 

□ 住民への周知措置の報告書 

□ 周知の方法に応じた添付資料 

 ①説明会の開催 

説明に使用した資料、開催結果の概要を記

載した資料、周知した範囲がわかる資料 

 ②書面の配布 

配布した資料、周知した範囲がわかる資料 

 ③工事内容の掲示等 

掲示状況の写真、工事内容を掲載したWEBサ

イトのアドレス及び掲載内容がわかるもの 

周知措置の報告書（参考

様式2） 

※周知の方法（左記①～

③）に応じた資料を添付 

※周知が必要な範囲は審

査基準第２-１の表 

※周知が必要な工事の内

容は、審査基準第２-２ 

の表 

※解説P45～P50 

◎ 

5 

工事主の確認書類 

 

省令第7条第1項第7号

第8号 

省令第63条第1項第1号 

①工事主が個人の場合 

□ 住民票の写し(個人番号が記載されていない

もの）、運転免許証の写し等の氏名及び住所

を証する書類 

 

②工事主が法人の場合 

□ 登記事項証明書（全部事項証明書） 

□ 役員の住民票の写し（個人番号が記載されて

いないもの）、運転免許証の写し等の氏名及

び住所を証する書類 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

※工事主が法人の場合の

氏名及び住所を証する書

類を求める役員の範囲

は、法人登記事項証明書

に記載の役員（監査法人

は除く） 

※代表取締役以外の役員

の住民票の写し等の取扱

いについて解説P54に記

載あり 

※法人番号提供書（参考

様式5）を提出する場合

は法人の登記事項証明書

の提出を省略可 

※解説P51～P54 

◎ 
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綴

じ

順 

 根拠規定 内容 備考 

◎必須 

○該当 

あれば 

6 

工事主の資力・信用確認書類 

 

省令第7条第1項第9号

第12号 

省令第63条第1項第1号

第2号 

細則第2条第1項第4号 

□ 資金計画書 

□ 資力及び信用に関する誓約書 

 

① 工事主が個人の場合 

□ 預金残高証明書、融資を受けることを証する

書類、又はその両方（合計額が資金計画書の支

出を超えること） 

□ 所得税の前年度の納税証明書 

 

② 工事主が法人の場合 

□ 預金残高証明書、融資を受けることを証する

書類、又はその両方（合計額が資金計画書の支

出を超えること） 

□ 貸借対照表（直近事業年度） 

□ 損益計算書（直近事業年度） 

□ 株主資本等変動計算書（直近事業年度） 

□ 個別注記表（直近事業年度） 

□ 法人税の納税証明書（直近事業年度） 

□ 事業経歴書 

資金計画書（様式第3） 

資力及び信用に関する誓

約書（参考様式3） 

事業経歴書（任意様式） 

※事業経歴書は、当該法

人の沿革及び事業の概要

その他の事業の経歴を明

らかにする資料（例：建

設業許可申請における工

事経歴書や会社の規模が

分かる内容などを記載） 

※解説P51～P54 

◎ 

7 

工事施行者の能力を証する書類 

 

省令第7条第1項第12号 

省令第63条第1項第2号 

細則第2条第1項第5号 

①工事施行者が法人の場合 

□ 登記事項証明書（全部事項証明書） 

□ 工事施行者の工事実績（同種・同規模工事等） 

□ 建設業の許可を受けている場合は、建設業許

可通知書の写し又は建設業許可証明書 

 

②工事施行者が個人の場合 

□ 住民票の写し（個人番号が記載されていない

もの）、運転免許証の写し等の氏名及び住所

を証する書類 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

□ 工事施行者の工事実績（同種・同規模工事等） 

□ 建設業の許可を受けている場合は、建設業許

可通知書の写し又は建設業許可証明書 

工事施行者の工事実績
（同種・同規模工事等）
（参考様式4） 
※法人番号提供書（参考
様式5）を提出する場合
は法人の登記事項証明書
の提出を省略可 
※申請する工事と同種の
工種（工事の一部工程も
含む）であり、かつ、同
規模以上の工事実績を記
載 
※建設業許可通知書等は
申請する工事に該当する
業種区分を含むもの 
※解説P55～P57 

◎ 

8 

設計者の資格を証する書類 

 
省令第7条第1項第5号 

省令第63条第1項第1号 

□ 卒業証明書 

□ 実務経験証明書 

□ 宅地造成技術講習会修了証書 

□ 大学院に1年以上在学したことの証明書 

□ 資格証明書（技術士又は1級建築士） 

以下の施設を設置する場

合は資格を有する者 

・高さ5m超える擁壁 

・盛土又は切土をする面

積が1,500㎡超える土

地における排水施設 

※必要書類は資格によ

り異なる。審査基準第

３-１の表のとおり 

※解説P64～P68 

○ 

9 

軟弱地盤の確認 

 

省令第7条第1項第12号 

省令第63条第1項第2号 

細則第2条第8号 

□ 軟弱地盤を判定する書面 

高さ2m超の盛土をする場
合に確認 
※地盤が軟弱な土地の判
定は審査基準第４-１(6) 
※解説P81～92 
※確認の結果、軟弱地盤

の場合は「10 盛土の安

定計算書」を提出 

○ 
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綴

じ

順 

 根拠規定 内容 備考 

◎必須 

○該当 

あれば 

10 

盛土の安定計算書 

 

省令第7条第1項第3

号、第4号、第12号 

省令第63条第1項第1号

第2号 

細則第2条第8号 

□ 土質試験その他の調査又は試験に基づく 

盛土した後の地盤の安定計算書 

以下の盛土をする場合 

・渓流等において高さ 

15m超の盛土 

・谷埋め型大規模盛土 

・腹付け型大規模盛土 

・軟弱地盤において高さ2m

超の盛土 

・審査基準第４ｰ１(8)の表

に該当する盛土高、のり

面勾配及び盛土材料に該

当しない場合 

○ 

11 

擁壁の構造計算書 

 
省令第7条第1項第2号 

省令第63条第1項第1号 

□ 擁壁の概要、構造計画、応力計算、断面算 

定を記載した構造計算書 

以下の擁壁の場合 

・鉄筋コンクリート造 

・無筋コンクリート造 

※高さが２ｍを超える擁壁

は、常時に加え中・大地震

時の検討が必要 

※国土交通大臣認定擁壁を

使用の場合、構造計算書の

提出は不要。別途、認定書

の写し等を提出 解説P96 

○ 

12 

排水能力を確認する書面 

 細則第2条第1項第3号 
□ 排水計算書 

□ 排水端末の接続許可を証する書類 

盛土規制法に基づく排水施
設を設置する場合におい
て、その管渠の勾配及び断
面積が、排除すべき地表水
等を支障なく流下させるこ
とができることを確認 
※盛土規制法に基づく排水
施設とは、以下のとおり 
①政令７条１項１号ロの盛

土の内部に浸透した地表水

等を速やかに排除するため

の透水層の設置②政令１６

条の盛土又は切土する場合

に地表水等により盛土等及

びその周辺の土地の崖崩れ

や土砂の流出の防止等のた

めに設置する施設 

※解説P71～P72、P150～

P163 

○ 

13 

盛土の施工計画書 

 

省令第7条第1項第12号 

省令第63条第1項第2号 

細則第2条第8号 

□ 締固め及び段切りの施工計画書 

※盛土を行う場合（施工に
おける締固め管理を示し、
締固め度90%以上となるよ
う施工） 
※勾配15度（約1:4）以上
の原地盤に盛土する場合
は、審査基準第４-１(3)に
よる形状の段切りの措置を
示すこと 
※解説P69～P70、P78～P79 

※施工計画書記載例（本手

引参考3） 

○ 

※切土

のみ行

う場合

は必要

なし 
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必要な図面 
綴

じ

順 

図面の種類 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

◎必須 

○該当 

あれば 

1 位置図 
・方位 

・道路及び目標となる地物 

1/10,000

以上 
 ◎ 

2 地形図 
・方位 

・土地の境界線 

1/2,500 

以上 

等高線は、2mの標高差を示すも

のとすること 

※市町の都市計画図・白図も可

（地点の標高点あり） 

◎ 

3 
土地の 

平面図 

・方位 

・土地の境界線 

・盛土又は切土をする土地の部分 

・崖 

・擁壁 

・崖面崩壊防止施設 

・排水施設 

・地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカー

その他の土留 

・崖面以外の地表面の保護 

1/2,500 

以上 

以下の項目を平面図に付すこと 

・断面図と照合できる記号 

・崖面以外の地表面の保護（植 

栽、芝張り等）の措置を行う 

必要がない場合はその旨 

解説P146～149 

・擁壁、崖面崩壊防止施設及び

排水施設は、申請書と照合で

きる番号 

◎ 

4 
土地の 

断面図 
・盛土又は切土をする前後の地盤面 

1/2,500 

以上 

高低差の著しい箇所について複

数断面（縦断方向・横断方向） 

※申請書に記載する最大の盛土

又は切土の高さがわかる箇所の

断面図は必須（原地盤高と計画

高を明示） 

◎ 

5 
排水施設の 

平面図 

・排水施設の位置、種類、材料 

・排水施設の形状、内法寸法及び勾配 

・水の流れの方向 

・吐口の位置 

・放流先の名称 

1/500 

以上 

※盛土規制法に基づく排水施設

とは、以下のとおり 

①政令７条１項１号ロの盛土の

内部に浸透した地表水等を速や

かに排除するための透水層の設

置②政令１６条の盛土又は切土

する場合に地表水等により盛土

等及びその周辺の土地の崖崩れ

や土砂の流出の防止等のために

設置する施設 

※排水施設の接続においては、

放流先の施設管理者と協議等、

必要な調整を行うこと 

○ 

6 崖の断面図 

・崖の高さ及び勾配 

・土質(土質の種類が2以上であるときは、

それぞれの土質及びその地層の厚さ) 

・盛土又は切土をする前の地盤面 

・崖面の保護の方法 

1/50以上 

擁壁で覆われる崖面について

は、土質に関する事項は示すこ

とを要しない 

○ 

7 
擁壁の 

断面図 

・擁壁の寸法及び勾配、鉄筋かぶり寸法 

・擁壁の材料の種類及び寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質 

・基礎ぐいの位置、材料及び寸法 

・配筋図（鉄筋量） 

1/50以上 

擁壁の背面土と前面土の高さが

分かるように地盤高を明示 

 

擁壁構造計算で使用した許容応

力度や背面土の土質、土質係

数、地盤の設計支持力を明示 

○ 

8 
擁壁の 

背面図 

・擁壁の高さ 

・水抜穴の位置、材料及び内径 

・透水層の位置及び寸法 

1/50以上  ○ 

9 
擁壁の 

展開図 

・擁壁基礎の寸法 

・擁壁の位置及び寸法 
指定なし 擁壁を設置する場合 ○ 

10 
崖面崩壊防止

施設の断面図 

・施設の寸法及び勾配 

・施設の材料の種類及び寸法 

・施設を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質 

・透水層の位置及び寸法 

1/50以上  ○ 



19 

綴

じ

順 

図面の種類 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

◎必須 

○該当 

あれば 

11 
崖面崩壊防止

施設の背面図 

・施設の寸法 

・水抜穴の位置 

・材料及び内径 

・透水層の位置及び寸法 

1/50以上 

水抜穴及び透水層に係る事項に

ついては、必要に応じて記載す

ること 

○ 

12 
土地の 

求積図 
申請に係る土地及びその区域 指定なし  ◎ 
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３－４ 許可申請手数料 

宅地造成又は特定盛土等（土地の形質変更）に関する工事の許可申請に係る手数料は、以下

のとおりです。手数料は、埼玉県電子申請・届出サービスにて納入します。 

(1)工事の許可（法第12条第1項、第30条第1項） 

  

盛土又は切土をする土地の面積 手数料 

500㎡以内 16,000円 

500㎡超1,000㎡以内 28,000円 

1,000㎡超2,000㎡以内 40,000円 

2,000㎡超3,000㎡以内 58,000円 

3,000㎡超5,000㎡以内 73,000円 

5,000㎡超10,000㎡以内 97,000円 

10,000㎡超20,000㎡以内 150,000円 

20,000㎡超40,000㎡以内 230,000円 

40,000㎡超70,000㎡以内 362,000円 

70,000㎡超100,000㎡以内 516,000円 

100,000㎡超 670,000円 

(2)工事の変更許可（法第16条第1項、第35条第1項） 

  

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、合算した額が670,000円を

超えるときは、その手数料の額は670,000円とする 

項目 手数料 

(イ) 

宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の設計の変

更（ロのみに該当する場

合を除く。） 

盛土等の土地の面積（ロに規定する変更に伴う場合に

あっては変更前の盛土等の土地の面積、盛土等の土地

の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土等の土地の

面積）に応じ「(1)工事の許可」に定める額に10分の1

を乗じて得た金額 

(ロ) 

新たな土地の盛土等の土

地への編入に係る宅地造

成又は特定盛土等に関す

る工事の設計の変更 

新たに編入される盛土等の土地の面積に応じ「(1)工事

の許可」に定める金額 

(ハ) その他の変更 11,000円 

※工事の変更許可に係る手数料算定の例は、次ページ参照 

 

 

３－５ 標準処理期間 

 

工事内容 条文 標準処理期間 

宅地造成又は特定盛土
等に関する工事の許可 

１ 安定計算・構造計算を要しないもの 
法１２条１項 
法３０条１項 

３０日 

２ 安定計算・構造計算を要するもの ５１日 

宅地造成又は特定盛土
等に関する工事の計画
の変更許可 

１ 安定計算・構造計算を要しないもの 
法１６条１項 
法３５条１項 

３０日 

２ 安定計算・構造計算を要するもの ５１日 
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  ＜工事の変更許可に係る手数料算定の例＞ 

 

※ 工事の変更の許可に係る手数料は、変更の内容によって異なります。なお、「土地の面積」とは、土地の形

質の変更又は土石の堆積をする土地の面積をいいます。(許可申請書の「５土地の面積」ではありません。) 

 ①土地の面積が変わらない場合 

  変更前の土地の面積に応じて、許可申請手数料の 1/10 の額 

   【具体例】※宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

       許可申請時 1,000 ㎡の土地で、変更申請後も面積が変わらない場合 

       変更許可手数料：28,000 円（許可申請手数料）×1/10＝2,800 円 

 

 ②土地の面積が増加するが、変更前の土地に係る当初許可の工事の設計変更がない場合 

  増加した土地の面積に応じて、新規の許可申請手数料と同額 

   【具体例】※宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

       変更前 1,000 ㎡の土地で、増加する土地の面積が 4,000 ㎡の場合 

       変更許可手数料：73,000 円 

 

 ③土地の面積が増加するとともに、変更前の土地に係る当初許可の工事の設計変更がある場合 

 （1）変更前の土地の面積に応じて、許可申請手数料の 1/10 の額 

 （2）増加した土地の面積に応じて、新規の許可申請手数料と同額 

 （1）と（2）を合算した額が変更許可申請手数料となります。 

   【具体例】※宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

       許可申請時 1,000 ㎡の土地で、変更申請時に増加した土地の面積が 4,000 ㎡の場合 

      （許可申請時：1,000 ㎡＋増加面積：4,000 ㎡＝合計 5,000 ㎡） 

      （1）許可申請手数料の 1/10 の額 

         28,000 円（許可申請手数料）×1/10＝2,800 円 

      （2）増加した土地の面積に応じた新規許可申請手数料： 73,000 円 

         変更許可申請手数料：2,800 円＋73,000 円＝75,800 円 
 

 
 

 ④土地の面積が減少する場合 

  変更後の土地の面積に応じて、許可申請手数料の 1/10 の額 

   【具体例】※宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

       許可申請時 1,000 ㎡の土地で、変更申請時に 800 ㎡となった場合 

      （許可申請時：1,000 ㎡－減少面積：200 ㎡＝変更申請時：800 ㎡） 

       変更許可手数料：28,000 円(変更後の土地の面積に応じた許可申請手数料)×1/10＝2,800 円 
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４ 土石の堆積に関する工事 
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４－１ 土石の堆積に関する工事の手続きの流れ 

  土石の堆積に関する工事の手続きの流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

「宅地造成及び特定盛土等に基づく 

許可申請等の解説（令和8年4月版）」 

の以下の章を参照 
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４－２ 許可申請書の記入例 

土石の堆積に関する工事の許可申請書の記入例は以下のとおりです。 
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４－３ 許可申請書に添付が必要な図書 

土石の堆積に関する工事の許可申請書に添付が必要な図書は以下のとおりです。 
綴

じ

順 

 根拠規定 内容 備考 

◎必須 

○該当 

あれば 

１ 

許可申請書 

 
省令第7条第2項 

省令第63条第2項 
□ 許可申請書 様式第4 ◎ 

2 

土地付近状況写真 

 
省令第7条第2項第4号 

省令第63条第2項第1号 

□ 盛土又は切土をしようとする土地及びその付

近の状況を明らかにする写真 

□ 写真の撮影方向を示した平面図 

※写真は土地の状況が分

かるよう複数の角度から

撮影。境界の状況も撮影 

◎ 

3 

土地所有者等の権利を有する者全ての同意を得たことを証する書類 

 

省令第7条第2項第8号 

省令第63条第2項第1号 

細則第2条第6号、 

第7号 

□ 当該工事に係る土地の公図の写し 

□ 当該工事に係る土地の登記事項証明書 

□ 土地所有者等の同意を得たことを証する書類 

・同意書その他の土地所有者等の同意を得た

ことがわかる書類（同意証明書） 

・同意者の住民票の写し（個人番号の記載さ

れていないもの）、運転免許証の写し等の

氏名及び住所を証する書類 

・なお、同意者が法人の場合は、法人の登記

事項証明書及び代表者の住民票の写し等 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

同意証明書（参考様式

1） 

※法人番号提供書（参考

様式5）を提出する場合

は法人の登記事項証明書

の提出を省略可 

 

※解説P59～P61 

◎ 

4 

周辺住民への周知を行ったことを証する書類 

 
省令第7条第2項第9号 

省令第63条第2項第1号 

□ 住民への周知措置の報告書 

□ 周知の方法に応じた添付資料 

 ①説明会の開催 

説明に使用した資料、開催結果の概要を記

載した資料、周知した範囲がわかる資料 

 ②書面の配布 

配布した資料、周知した範囲がわかる資料 

 ③工事内容の掲示等 

掲示状況の写真、工事内容を掲載したWEBサ

イトのアドレス及び掲載内容がわかるもの 

周知措置の報告書（参考

様式2） 

※周知の方法（左記①～

③）に応じた資料を添付 

※周知が必要な範囲は審

査基準第２-１の表 

※周知が必要な工事の内

容は、審査基準第２-２ 

の表 

※解説P45～P50 

◎ 

5 

工事主の確認書類 

 

省令第7条第2項第5号

第6号 

省令第63条第2項第1号 

①工事主が個人の場合 

□ 住民票の写し(個人番号が記載されていない

もの）、運転免許証の写し等の氏名及び住所

を証する書類 

 

②工事主が法人の場合 

□ 登記事項証明書（全部事項証明書） 

□ 役員の住民票の写し（個人番号が記載されて

いないもの）、運転免許証の写し等の氏名及

び住所を証する書類 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

※工事主が法人の場合の

氏名及び住所を証する書

類を求める役員の範囲

は、法人登記事項証明書

に記載の役員（監査法人

は除く） 

※代表取締役以外の役員

の住民票の写し等の取扱

いについて解説P54に記

載あり 

※法人番号提供書（参考

様式5）を提出する場合

は法人の登記事項証明書

の提出を省略可 

※解説P51～P54 

◎ 
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綴

じ

順 

 根拠規定 内容 備考 

◎必須 

○該当 

あれば 

6 

工事主の資力・信用確認書類 

 

省令第7条第2項第7号

第10号 

省令第63条第2項第1号

第2号 

細則第2条第1項第4号 

□ 資金計画書 

□ 資力及び信用に関する誓約書 

 

① 工事主が個人の場合 

□ 預金残高証明書、融資を受けることを証する

書類、又はその両方（合計額が資金計画書の支

出を超えること） 

□ 所得税の前年度の納税証明書 

 

② 工事主が法人の場合 

□ 預金残高証明書、融資を受けることを証する

書類、又はその両方（合計額が資金計画書の支

出を超えること） 

□ 貸借対照表（直近事業年度） 

□ 損益計算書（直近事業年度） 

□ 株主資本等変動計算書（直近事業年度） 

□ 個別注記表（直近事業年度） 

□ 法人税の納税証明書（直近事業年度） 

□ 事業経歴書 

資金計画書（様式第3） 

資力及び信用に関する

誓約書（参考様式3） 

事業経歴書（任意様

式） 

※事業経歴書は、当該

法人の沿革及び事業の

概要その他の事業の経

歴を明らかにする資料

（例：建設業許可申請

における工事経歴書や

会社の規模が分かる内

容などを記載） 

※解説P51～P54 

◎ 

7 

工事施行者の能力を証する書類 

 

省令第7条第2項第10号 

省令第63条第2項第2号 

細則第2条第1項第5号 

①工事施行者が法人の場合 

□ 登記事項証明書（全部事項証明書） 

□ 工事施行者の工事実績（同種・同規模工事等） 

□ 建設業の許可を受けている場合は、建設業許

可通知書の写し又は建設業許可証明書 

 

②工事施行者が個人の場合 

□ 住民票の写し（個人番号が記載されていない

もの）、運転免許証の写し等の氏名及び住所

を証する書類 

！注意！個人番号が記載された書類は添付し

ないこと【添付禁止】 

□ 工事施行者の工事実績（同種・同規模工事等） 

□ 建設業の許可を受けている場合は、建設業許

可通知書の写し又は建設業許可証明書 

工事施行者の工事実績
（同種・同規模工事
等）（参考様式4） 
※法人番号提供書（参
考様式5）を提出する場
合は法人の登記事項証
明書の提出を省略可 
※申請する工事と同種
の工種（工事の一部工
程も含む）であり、か
つ、同規模以上の工事
実績を記載 
※建設業許可通知書等
は申請する工事に該当
する業種区分を含むも
の 
※解説P55～P57 

◎ 

8 

土石の崩壊防止措置の設計書 

  
省令第7条第2項第2号 

省令第63条第2項第1号 

□ 構台等の設計書 

□ 周辺の安全確保及び柵等の設置に関する計画 

  書 

□ 堆積箇所の配置及び空地確保に関する計画書 

堆積した土石の崩壊を防

止するための措置を講ず

る場合 

※解説P164～P168 

○ 

9 

土砂流出防止措置の設計書 

  
省令第7条第2項第3号 

省令第63条第2項第1号 

□ 鋼矢板の設計書 

□ 土石周囲の排水、地表水の浸透防止措置に関 

する計画書 

□ 土石の傾斜部の安定化に関する計画書 

土石の崩壊に伴う土砂の

流出を防止する措置を講

ずる場合 

※解説P164～P168 

○ 
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必要な図面 
綴

じ

順 

図面の種類 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

◎必須 

○該当 

あれば 

1 位置図 
・方位 

・道路及び目標となる地物 

1/10,000 

以上 
  ◎ 

2 地形図 
・方位 

・土地の境界線 

1/2,500 

以上 

等高線は、2ｍの標高差を示すものとす

ること※市町の都市計画図・白図も可

（地点の標高点あり） 

◎ 

3 
土地の 

平面図 

・方位 

・土地の境界線 

・作業構台等 

・空地の位置 

・柵等の位置 

・排水施設（側溝等） 

・土砂の流出防止措置 

1/500以上 

断面図を作成した箇所に断面図と照合で

きるように記号を付すること 

空地、雨水その他の地表水による堆積し

た土石の崩壊を防止するための措置及び

堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を

防止する措置については、申請書と照合

できるように番号を付すること 

◎ 

4 
土地の 

断面図 
・土石の堆積を行う土地の地盤面 1/500以上 

高低差の著しい箇所について複数断面

（縦断方向・横断方向） 

※申請書に記載する最大の堆積高さがわ

かる箇所の断面図は必須（原地盤高と計

画高を明示） 

◎ 

5 
土地の 

求積図 
・土石の堆積を行う土地の部分 指定なし  ◎ 
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４－４ 許可申請手数料 

土石の堆積に関する工事の許可申請に係る手数料は、以下のとおりです。手数料は、埼玉県

電子申請・届出サービスにて納入します。 

 

(1)工事の許可（法第12条第1項、第30条第1項） 

  

土石の堆積をする土地の面積 手数料 

500㎡以内 12,000円 

500㎡超1,000㎡以内 15,000円 

1,000㎡超2,000㎡以内 19,000円 

2,000㎡超3,000㎡以内 23,000円 

3,000㎡超5,000㎡以内 30,000円 

5,000㎡超10,000㎡以内 34,000円 

10,000㎡超20,000㎡以内 42,000円 

20,000㎡超40,000㎡以内 57,000円 

40,000㎡超70,000㎡以内 77,000円 

70,000㎡超100,000㎡以内 112,000円 

100,000㎡超 134,000円 

(2)工事の変更許可（法第16条第1項、第35条第1項） 

  

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、合算した額が134,000円を超え

るときは、その手数料の額は134,000円とする 

項目 手数料 

(イ) 

土石の堆積に関する工事

の設計の変更 

(ロのみに該当する場合を

除く。） 

土石の堆積をする土地の面積（ロに規定する変更を伴う

場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、

土石の堆積をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小

後の土石の堆積をする土地の面積）に応じ「(1)工事の許

可」に定める額に10分の1を乗じて得た金額 

(ロ) 

新たな土地の土石の堆積

をする土地の編入に係る

工事の設計の変更 

新たに編入される土石の堆積をする土地の面積に応じ

「(1)工事の許可」に定める金額 

(ハ) その他の変更 11,000円 

 

 

４－５ 標準処理期間 

 

工事内容 条文 標準処理期間 

土石の堆積に関する工事の許可 
法１２条１項 
法３０条１項 

１４日 

土石の堆積に関する工事の計画の変更許可 
法１６条１項 
法３５条１項 

１４日 
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参考資料  
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参考１ 都市計画法の開発許可を受けた工事の定期報告・中間検査の窓口 

   

県が開発許可権限を有する町村 

対象市町村 窓口 

越生町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・ 

長瀞町・小鹿野町・東秩父村・美里町・神川町・ 

上里町・寄居町 

川越建築安全センター 

東松山駐在 開発指導担当 

0493-22-4341 

 

盛土規制法みなし許可に係る定期報告・中間検査の権限移譲済市町一覧 

対象市町村 窓口 

熊谷市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・ 

本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・ 

深谷市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・入間市・

久喜市・三郷市・坂戸市・吉川市・三芳町・ 

毛呂山町・小川町・松伏町・宮代町 

各市町の開発担当部局 

 

上記以外の市町一覧 

対象市町村 窓口 

秩父市・鴻巣市・朝霞市・志木市・和光市・ 

新座市・桶川市・北本市・八潮市・富士見市・ 

蓮田市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・ふじみ野市・

白岡市・伊奈町・滑川町・嵐山町・川島町・ 

吉見町・杉戸町 

埼玉県都市計画課 

開発指導担当 

048-830-5478 

 

 
 

開発許可を受けた工事の定期報告書等の窓口  

指定都市・中核市 
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参考２ 埼玉県GIS（盛土等データベース）の活用方法 
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参考３ 盛土の施工計画書記載例 
 

盛土をする場合に行う締固め、段切り施工については、施工計画書を作成し提出する必要があり

ます。 以下、施工計画書の記載例を示します。 

 

盛土工施工計画書（例） 

① 準備工  

・ 盛土を行う基礎面の処理として、伐採除根や除草、大きな殻、含水比の高い軟

弱土があれば撤去を行う。 

・ 大きな凹凸や段差があれば、あらかじめ基盤面の整地を行う。 

・ 基盤面に湧水がないことを確認し、写真で記録を残す。 

・ 湧水が確認された場合、新たに基盤排水層の設置など適切な処理を検討し、許

可権者に報告する。 

 

② 段切り 

・ 勾配が15度（約1：4）以上の傾斜した土地に盛土する場合は、段切りを行う。 

・ 段切りは設計図に記載の寸法（原則、高さ50cm、幅1m以上）で行い、段切り面

には法尻方向に3～5％程度の排水勾配を付ける。 

・ 段切りの形状を写真で残す。 

 

③ 盛土工 

・ 盛土材料の搬入に当たっては、土質区分、含水比等が計画で予定していた土質

であるか確認し、更に、植物片や大きな殻等の不純物が混入していないか確認

を行う。 

・ 盛土材は均一に敷均し、バックホウ（0.45㎥級、0.7㎥級）にて均一に敷均

し、１層が30cmを超えないようコンバインドローラー（2～3t級）を併用し、

転圧を行う。 

・ 写真管理を行う箇所には定規等を設置し、１層ごとに転圧状況を写真で記録を

残す。 

・ 構造物（Ｌ型擁壁）部は、人力にて十分平坦に敷均し、締固めはランマー（60

㎏～80kg）にて均一に締め固める。 

・ １層ごと十分な転圧を行い所定の高さまで、盛土を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

＊ 実際に使用する締固め機械を記載 

＊ 

＊ 
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④ 盛土の締固め管理（締固め度の確認） 

・ 現場密度試験を行い、締固め度90％以上であることを確認する。 

・ 試験状況は写真で記録を残し、試験結果表も含め保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒板記載（例） 

施工計画書に基づいた現場管理の例 

詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく完了・中間検査について／埼玉県都市整備部都市計画課盛土

規制担当」を参照 

＊＊ 

＊＊ 主な現場密度試験：RI計器、砂置換法、突き砂法 

 「RI計器を用いた盛土の締固め管理容量（案）」（建設省技調発第150号（平成8年8月16日））参照 
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参考４ 委任状記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

参考５ 法人番号提供書 

 

令和８年４月から法人ベース・レジストリの利用が開始されます。 

これにより、県において商業・法人登記事項証明書を直接取得することが可能となるため、許可申

請書の添付書類として「法人の登記事項証明書」の提出を省略することが可能です。なお、その場合

は、法人番号提供書の提出が必要です。 
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埼玉県都市整備部都市計画課 盛土規制担当 

〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３-１５-１ 

電 話 番 号    ０４８-８３０-５３３６ 

ＦＡＸ 番 号    ０４８-８３０-４８８１ 

メールアドレス   a5330-25@pref.saitama.lg.jp 


